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点検結果：○＝適合／△＝一部を除き適合／×＝不適合

第１章　私立大学・短期大学の自主性・自律性（特色ある運営）の尊重

点検結果 適合（遵守）状況

１－１　建学の精神 （１）建学の精神・教育理念
（２）建学の精神・教育理念に基づく人材育成像

○ ホームページをはじめ、大学案内、学生便覧（学生ガイド）等に掲載
するとともに、あらゆる機会を通じて、広く学内外に周知している。

１－２　教育と研究の目的
　　　　（私立大学・短期大学の使命）

（１）建学の精神・教育理念に基づく教育目的等 ○ １－１に同じ

（２）中期計画の策定と実現に必要な取組み ○ 「佐久大学第2期中期計画（2025年度～2029年度）」（以下「中期計
画」という。）を策定しており、単年度ごとにその進捗状況を管理把
握し、経営陣と教職員が共有することとしている。

（３）本学の社会的責任等 ○ 法令、寄附行為、学則並びに諸規程を遵守するとともに、中期計画及
びこれに基づく毎年度の事業計画に沿って、私立大学・短期大学とし
ての社会的責任等を果たしている。

第２章　安定性・継続性（学校法人運営の基本）

点検結果 適合（遵守）状況

２－１　理事会 （１）理事会の役割 ○ 学校法人佐久学園寄附行為及び同施行細則（以下「寄附行為」とい
う。）の定めに則り、法人の意思決定の議決機関としての役割を果た
すとともに、適切な理事会運営を行っている。

２－２　理事 （１）理事の責務
　　　（役割・職務・監督責任）の明確化

○ 寄附行為の定めるところにより、理事の責務が明確化され、理事はそ
の職責を果たしている。

（２）学内理事の役割 ○ 学内理事としての職務分担を明確化し、当該理事はその職責を果たし
ている。

（３）外部理事の役割 ○ 外部理事としての職務分担を明確化し、当該理事はその職責を果たし
ている。また、審議事項に関する情報を適切に提供するなど、理事会
開催前後のサポートを十分に行っている。

（４）理事への研修機会の提供と充実 ○ 役員を対象とした「経常費補助金の仕組みと本法人への影響」と題し
た研修を計画するなど、研修機会の提供と充実に努めている。
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点検結果 適合（遵守）状況記載項目

２－３　監事 （１）監事の責務
　　　（役割・職務範囲）

○ 寄附行為の定めるところにより、監事の責務が明確化され、監事はそ
の職責を果たしている。

（２）監事の選任 ○ 寄附行為の定めに則り、適切に選任している。

（３）監事監査基準 ○ 学校法人佐久学園監事監査規程に基づき、適切に実施している。

（４）監事業務を支援するための体制整備 ○ 学校法人佐久学園内部統制システム整備の基本方針に基づき、監事の
監査業務の適正性を確保するための体制を整備している。

２－４　評議員会 （１）評議員会の役割 ○ 寄附行為の定めるところにより、評議員会としての役割を果たすとと
もに、適切な評議員会運営を行っている。

２－５　評議員 （１）評議員の選任 ○ 寄附行為の定めに則り、適切に選任している。

（２）評議員への研修機会の提供と充実 × 現在、研修内容及び方法等を検討しており、令和7年度内の実施を計画
している。

第３章　教学ガバナンス（権限・役割の明確化）

点検結果 適合（遵守）状況

３－１　学長 （１）学長の責務（役割・職務範囲） ○ 学校法人佐久学園組織規程（以下「組織規程」という。）及び佐久学
園職務権限規程の定めるところにより、学長の責務が明確化され、学
長はその職責を果たしている。

（２）学長補佐体制（副学長・学部長等の役割） ○ 組織規程の定めるところにより、教員幹部の責務が明確化され、教員
幹部はその職責を果たすなど、学長補佐体制が構築され、機能してい
る。

３－２　教授会 （１）教授会の役割（学長と教授会の関係） ○ 大学・短期大学ともに教授会運営規程により、教授会の役割・機能
（学長が決定を行うに当たり意見を述べる機関）が明確化され、校務
に関する最終的な決定権が学長に担保されている。なお、大学は人間
福祉学部が完成年度を迎えたため、現状に即した規程の見直しを令和7
年度中に行うこととしている。

第４章　公共性・信頼性（ステークホルダーとの関係）

点検結果 適合（遵守）状況

４－１　学生に対して （１）3つの方針（ポリシー）の明確化 ○ 建学の精神・教育理念及び教育目的等に基づき、大学及び学部等ごと
に3つの方針（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アド
ミッション・ポリシー）を定めている。
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点検結果 適合（遵守）状況記載項目

４－２　教職員等に対して （１）教職協働 ○ 各種委員会等の構成員に事務職員を加えるなど、教育研究活動等の組
織的かつ効果的な管理・運営を図るための分担・協力・連携体制が適
切に構築され、機能している。

（２）ユニバーシティ・ディベロップメント（UD） ○ 学校法人佐久学園人材育成方針に基づき、FD・SD委員会が教員を対象
としたファカルティ・ディベロップメント（FD）及び全ての教員・事
務職員等を対象としたスタッフ・ディベロップメント（SD）を組織的
かつ効果的に実施している。また、法人事務局が役員を対象とした研
修や情報提供の機会を設けており、その内容の充実に努めている。

４－３　社会に対して （１）認証評価及び自己点検・評価 ○ 大学は令和2年度に公益財団法人日本高等教育評価機構の認証評価を受
審し、「適合」の結果を得ている。短期大学は令和4年度に一般財団法
人大学・短期大学基準協会の認証評価を受審し、「適格」の結果を得
ている。また、大学・短期大学ともに自主的、自律的な自己点検・評
価を毎年度実施しており、いずれもホームページで公開している。

（２）社会貢献・地域連携 ○ 中期計画及びこれに基づく毎年度の事業計画に沿って、社会貢献及び
地域連携活動を積極的に行っている。

４－４　危機管理及び法令遵守 （１）危機管理のための体制整備 △ 災害や不祥事（ハラスメント、公的研究費不正使用等）の防止に関す
る諸規程を整備し、これらに関連する研修等を実施している。但し、
危機管理体制の変更に伴う危機管理マニュアルの見直しが課題となっ
ている。

（２）法令遵守のための体制整備 ○ コンプライアンス及び公益通報に関する規程を整備し、これらに関連
する研修等を実施している。

第５章　透明性の確保（情報公開）

点検結果 適合（遵守）状況

５－１　情報公開の充実 （１）法令上の情報公表 ○ 関係法令及び学校法人佐久学園情報公開規程（以下「情報公開規程」
という。）に則り、適切に公表している。

（２）自主的な情報公開 ○ 情報公開規程に則り、積極的な情報公開に努めている。

（３）情報公開の工夫等 ○ ホームページへの掲載、事務局への備え置き閲覧、「大学ポートレー
ト」の活用など、適切な方法により情報公開を行っている。
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